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市川市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

市川市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 
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市川市条例第  号 

市川市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

市川市市民会館の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第２８号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条第１号中「付属設備」を「附属設備」に改める。 

第４条を削る。 

 第５条第２項第３号中「第１１条第６号」を「第１２条第６号」に改め、同

条を第４条とする。 

第６条中「市川市使用料条例（平成１１年条例第３９号）に定める使用料を」

を「別表の定めるところにより算出した額に１００分の１０５を乗じて得た額

を使用料として」に改め、同条に後段として次のように加える。 

  この場合において、使用料に１０円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てる。 

 第６条を第５条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（使用料の減免） 

第６条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除する

ことができる。 



 第１６条を第２２条とする。 

第１５条第２項第２号を次のように改める。 

 ⑵ 次条第１項に規定する利用料金を収受すること。 

 第１５条第２項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

 ⑻ 飲食の提供、物品の販売その他の会館の利便性の向上に資するサービス

の提供を行うこと。 

 第１５条第３項中「第５条、第７条から第９条まで、第１１条及び第１２条」

を「第８条から第１０条まで、第１２条、第１３条及び次条から第２１条まで」

に、「第４条ただし書及び第５条」を「第４条」に、「第７条ただし書及び第８

条ただし書」を「第８条ただし書及び第９条ただし書」に、「第９条第１項、第

１１条及び第１２条」を「第１０条第１項、第１２条及び第１３条」に改め、

同条を第１６条とし、同条の次に次の５条を加える。 

（利用料金） 

第１７条 前条第３項の規定により読み替えて適用される第４条第１項の規定

による許可を受け、施設等を使用するものは、指定管理者に対し、施設等の

使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納めなければならない。 

２ 利用料金の額（消費税及び地方消費税の額を除く。）は、別表に定める額を

上限として市長の承認を得て指定管理者が定めるところにより算出した額と

する。 

 （利用料金の減免） 

第１８条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は

免除することができる。 

 （利用料金の収受等） 

第１９条 市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収

受させるものとする。 

２ 指定管理者が利用料金を収受するときは、第５条から第７条までの規定は、

適用しない。 

 （利用料金の公示等） 



第２０条 市長は、第１７条第２項の規定により利用料金に係る承認をしたと

きは、当該承認に係る利用料金に関する事項を公示するものとする。 

２ 指定管理者は、前項の承認に係る利用料金に関する事項を会館の見やすい

場所に掲示しなければならない。 

 （既納の利用料金） 

第２１条 指定管理者は、既納の利用料金を返還することができない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することが

できる。 

⑴ 第１７条第１項に規定する施設等を使用するものが自己の責めによらな

い理由により施設等を使用することができないとき。 

⑵ 第１７条第１項に規定する施設等を使用するものが規則で定める期間内

に当該使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。 

⑶ その他指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 

第１４条を第１５条とする。 

第１３条中「第５条第２項第３号又は第１１条第６号」を「第４条第２項第

３号又は第１２条第６号」に改め、同条を第１４条とする。 

第１２条を第１３条とし、第７条から第１１条までを１条ずつ繰り下げ、第

６条の次に次の１条を加える。 

（既納の使用料） 

第７条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その全部又は一部を返還することができる。 

⑴ 使用者が自己の責めによらない理由により施設等を使用することができ

ないとき。 

⑵ 使用者が規則で定める期間内に当該使用許可の取消し又は変更を申し出

たとき。 

⑶ その他市長が相当の理由があると認めるとき。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（過料） 



第２３条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対

し、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額

が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料を科することができ

る。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第５条、第１７条関係） 

施設 

区   分 １時間当たりの額 

ホ ー ル （ 附 属 の 部 屋 を 含 む 。） １,５００円

第 １ 会 議 室 ２００円

第 ２ 会 議 室 の １ １８０円

第 ２ 会 議 室 の ２ １８０円

第 ２ 会 議 室 の １ 及 び 第 ２ 会 議 室

の ２ を １ 室 と し て 使 用 す る 場 合

３５０円

展 示 室 ２００円

備考 

１ 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に施設

を使用するときの１時間当たりの額は、この表の定める額に１００分

の１２０を乗じて得た額とする。 

２ 使用の許可を受けたものが入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときの１時間当たりの額は、この表（備考１を含む。）の定める額に

１００分の１５０を乗じて得た額とする。 

３ ホールの使用の許可を受けたものが入場料その他これに類する金銭

を徴収しない場合において、商業宣伝、営業その他これらに類する目

的をもって使用するときの１時間当たりの額は、この表（備考１を含

む。）の定める額に１００分の１５０を乗じて得た額とする。 

４ 市外に居住する者又は市外の団体が使用するときの１時間当たりの



額は、この表（備考１、備考２及び備考３を含む。）の定める額に   

１００分の１２０を乗じて得た額とする。 

５ 超過使用に係る１時間当たりの額は、この表（備考１、備考２、備

考３及び備考４を含む。）の定める額に１００分の１３０を乗じて得た

額とする。この場合において、超過使用に係る使用時間に１時間未満

の端数が生じたときは、当該端数が３０分未満である場合にはこれを

切り捨て、当該端数が３０分以上である場合にはこれを１時間とする。 

６ 使用の許可を受けた時間に３０分単位の部分があるときの当該単位

当たりの額は、この表（備考１、備考２、備考３及び備考４を含む。）

の定める額に１００分の５０を乗じて得た額とする。 

附属設備 

区   分 １日当たりの額 備   考 

ピ ア ノ １台につき １,５００円 調律料は含まない。 

スポットライト １基につき   ２５０円  

映 写 機 １台につき   ５００円 フィルム５巻まで。５巻

を 超 え て 映 写 す る と き

は、５巻を超える１巻ご

と に ５ ０ 円 を 加 え て 得

た額とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規

定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２６年４月１日前に改正前の第６条の規定により同日以後の市民会館

の施設及び付属設備の使用に係る使用料を納付したものは、同日において、

改正後の第１７条第１項の規定により市民会館の施設及び附属設備の使用に

係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に納付したものとみなす。 



３ 平成２６年４月１日前に市川市使用料条例（平成１１年条例第３９号）第

４条の規定により市長から同日以後の市民会館の施設及び付属設備の使用に

係る使用料の減額又は免除を受けたものは、同日において、改正後の第１８

条の規定により指定管理者から利用料金の減額又は免除を受けたものとみな

す。 

 （準備行為） 

４ 利用料金に係る承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例

の施行前においても、改正後の第１７条第２項及び第２０条第１項の規定の

例により行うことができる。 



理  由 

 

市民会館の施設等の有効活用を図るため、当該施設等の使用に係る料金を

指定管理者の収入として収受させる利用料金制を導入するとともに、市民会

館を使用することができるものの範囲を広げるほか、所要の改正を行う必要

がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 


